
○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号

外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
七
月
五
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
３

外
国
人
建
設
就
労
者
の
要
件

第
３

外
国
人
建
設
就
労
者
の
要
件

外
国
人
建
設
就
労
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

外
国
人
建
設
就
労
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

１
建
設
分
野
技
能
実
習
に
１
年
1
1
か
月
以
上
従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

１
建
設
分
野
技
能
実
習
に
概
ね
２
年
間
従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

２
技
能
実
習
期
間
中
に
素
行
が
善
良
で
あ
っ
た
こ
と
。

２
技
能
実
習
期
間
中
に
素
行
が
善
良
で
あ
っ
た
こ
と
。

第
４

特
定
監
理
団
体
の
認
定

第
４

特
定
監
理
団
体
の
認
定

１
（
略
）

１
（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

（
１
）
～
（
５
）

（
略
）

（
１
）
～
（
５
）

（
略
）

（
６
）

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年

（
６
）

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
６

法
律
第
7
7
号
）
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ

す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「

た
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）

暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

で
な
い
こ
と
。

（
７
）
～
（
1
3
）

（
略
）

（
７
）
～
（
1
3
）

（
略
）

第
５

受
入
建
設
企
業
及
び
適
正
監
理
計
画

第
５

受
入
建
設
企
業
及
び
適
正
監
理
計
画

１
（
略
）

１
（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

（
１
）

（
略
）

（
１
）

（
略
）

①
（
略
）

①
（
略
）

②
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
（
一
般
財
団
法
人
建
設
業
振
興
基

（
新
設
）

金
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
，
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
工

事
現
場
に
お
け
る
建
設
工
事
の
施
工
に
従
事
す
る
者
や
建
設
業
を
営
む

者
に
関
す
る
情
報
を
登
録
し
、
又
は
蓄
積
し
、
こ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い

て
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
の
利
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
登
録
し
て
い
る
こ
と
。
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③
～
⑬

（
略
）

②
～
⑫

（
略
）

⑭
外
国
人
建
設
就
労
者
を
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す

（
新
設
）

る
こ
と
。

⑮
外
国
人
建
設
就
労
者
に
対
し
、
適
正
監
理
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る

（
新
設
）

ま
で
の
間
に
、
雇
用
契
約
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
り

当
該
外
国
人
建
設
就
労
者
が
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
で

説
明
し
て
い
る
こ
と
。

（
２
）

１
（
２
）
②
の
人
数
と
１
号
特
定
技
能
外
国
人
（
入
管
法
別
表
第
１
の

（
２
）

１
（
２
）
②
の
人
数
が
受
入
建
設
企
業
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の
常
勤
の

２
の
表
の
特
定
技
能
の
在
留
資
格
（
同
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
１

職
員
の
総
数
を
超
え
な
い
こ
と
。

号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
を
い
う
。
）
の

人
数
の
合
計
が
受
入
建
設
企
業
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の
常
勤
の
職
員
の
総

数
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
３
）
～
（
５
）

（
略
）

（
３
）
～
（
５
）

（
略
）

（
６
）

１
（
２
）
⑦
の
報
酬
予
定
額
が
同
等
の
技
能
を
有
す
る
日
本
人
が
従
事

（
６
）

１
（
２
）
⑦
の
報
酬
予
定
額
が
同
等
の
技
能
を
有
す
る
日
本
人
が
従
事

す
る
場
合
の
報
酬
と
同
等
額
以
上
で
あ
り
、
安
定
的
な
支
払
い
及
び
技
能

す
る
場
合
の
報
酬
と
同
等
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

習
熟
に
応
じ
た
昇
給
が
雇
用
契
約
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
７
）
・
（
８
）

（
略
）

（
７
）
・
（
８
）

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

-3-



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
の
う
ち
、
第
３
の
１
、
第
４
の
２

及
び
第
５
の
２

の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
５
の
２

（６）

（２）

（１）

及
び

の
改
正
規
定
は
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（６）

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
（
以
下

「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）
第
５
の
１
又
は
３
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
な
さ
れ
、
又
は
旧
告
示
第
５
の
２
の
規

定
（
第
５
の
５
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
適
正
監
理
計
画
に
つ
い
て
は
、

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
第
５
の
２

及
び

の
規
定
に
か
か
わ

（１）

（６）

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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